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標準期間 実績 

新規  2ヶ月 49日 ～59日（ 2ヶ月程度） 

新規 
（特定天井あり※1） 

2.5ヶ月 － 

計画変更 1.5ヶ月 － 

計画変更 
（特定天井あり※1） 

 2ヶ月  － 

軽微な変更  1ヶ月 18日※2～50日（ 1ヶ月程度） 

【お知らせ】特殊な構造の特定天井に係る 

性能評価を開始 

3月5日より令第39条第3項の認定に係る特定天井の性能評価を

開始いたしました。 

 

特定天井を有する時刻歴建築物の性能評価と同様に、「建築

構造性能評価委員会」において審査を行います。 

特定天井性能評価業務方法書はホームページよりダウンロー

ド可能ですので、ご覧ください。 

 

その他、特定天井に関して下記の対応を行っています。お気

軽にご相談ください。 

 概ね標準期間となっておりますが、毎年4月は国交省

の認定申請窓口の担当官が異動になります。申請される

際は余裕のあるスケジュールでご計画ください。 

※1 

特定天井がある場合は「通常の審査期間 + 0.5ヶ月」を

目安としてください。 

【お知らせ】建築構造性能評価委員会スケジュール 

平成27年度の建築構造性能評価委員会の開催スケジュールは

昨年度と同様に以下の通りです。 

 

■新規・計画変更 

 原則として毎月第2、第4火曜日に開催します。 

  ※9月22日（第4火曜日）は祝日のため、翌週の 

   9月29日（第5火曜日）に延期します。 

■軽微な変更 

 随時、申請を受け付けます。 

※2 

変更が5項目以下の場合に限り、2週間程度（18日）で交

付された実績があります。 

認定審査期間の実績(H27.1月～3月) 

（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課 Vol.11     2015. 4. 1 

–超高層建築物等の性能評価– GBRC最新情報 

－は該当期間内での実績なしを示す 

特定天井の設計の妥当性について審査を行います。 

（問合せ先：性能評定課 06-6966-7600） 

特定天井の性能を確認する構造試験を行います。 

（問合せ先：構造試験室 06-6834-7913） 

安全審査 

構造試験 



【解説】法20条第2項新設に伴う超高層建築物等の取り扱い 

発行者：一般財団法人 日本建築総合試験所 
    建築確認評定センター 性能評定課 
    担当：岩佐、野村、山崎 
    TEL：06(6966)7600  FAX：06(6966)7680 
    E-mail：seinou@gbrc.or.jp 

【編集後記】 
 先月、北陸新幹線開業し、ニュースなどで連日取り上げられていました。特に電車に詳し
いわけではありませんが、この開業で東北から九州にかけて8つの新幹線が日本を縦断するこ
とになるようです。東京出張の際によく新幹線を利用しますが、実は東海道、山陽新幹線以
外に乗ったことがありません。暖かな春が到来し、お出かけには絶好のシーズンとなりまし
たので、お休みには新しい新幹線に乗って旅行を楽しみたいものです。 

（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課 Vol.11     2015. 4. 1 

–超高層建築物等の性能評価– GBRC最新情報 
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① 一の建築物 一の建築物 一の建築物 一の建築物 

確 
認 
申 
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② 一の建築物 一の建築物 一の建築物 本棟 付属棟 

③ 一の建築物 一の建築物 本棟 付属棟 本棟 付属棟 

④ 一の建築物 本棟 付属棟 本棟 付属棟 本棟 付属棟 

⑤(A) 本棟 付属棟 本棟 付属棟 本棟 付属棟 本棟 付属棟 

⑤(B) 本棟 
付属棟
（適判） 

本棟 
付属棟
（適判） 

本棟 
付属棟
（適判） 

本棟 
付属棟
（適判） 

付属棟を有する建築物の性能評価、大臣認定の取り扱い 

施行日6月1日 

①確認申請前に施行日：性能評価、大臣認定の範囲は従来通り一の建築物です。 

②大臣認定交付前に施行日：性能評価、大臣認定申請までは従来通り一の建築物で、認定書が各棟ごとに交付されます。 

③大臣認定申請前に施行日：性能評価は従来通り一の建築物ですが、認定申請は各棟ごとに申請が必要です。認定申請書、技術図書 

             などは各棟ごとに作成する必要があります。（コピー可能。申請手数料は各棟分。） 

④性能評価書発行前に施行日：申請範囲は一の建築物で、性能評価書は各棟ごとに発行されます。認定申請書、技術図書など各棟ごとに 

              作成する必要があります。（コピー不可、申請手数料は各棟分。） 

⑤性能評価申請前に施行日：（A）本棟、付属棟ともに別構造物として性能評価、大臣認定、（B）本棟のみ性能評価、大臣認定を申請し、 

             付属棟は確認検査機関（規模に応じて構造計算適合性判定機関）で対応。（A）、（B）は選択可能。 

※本ページは、現在検討されている

事項のため、ご注意ください。なお、

確定事項については、改めてメール

便でお知らせします。 

敷地 

本棟 
（超高層） 

EXP.J 

付属棟（中低層） 

評価対象 ⑤A→性能評価 
⑤B→適判 
※選択可能 
 

一の建築物 

※ 

※ 

※ 


